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50歳以上

788-6915北）北24西5 札幌サンプラザ

615-8228

826-3279

614-2155

２年間の修業期間に対し、１年ごとに修学金（15,000円）の負担
があります。

開催区にお住まいの方（区によって異なる場合があります。）

白）本通16南 リフレサッポロ

中）大通西19 社会福祉総合センター

西）琴似2-2 高道ビル

高齢の方が、地域活動の推進役となることを目的に、地域貢献活動、健康づくり、リーダーシップな
どの必要な知識を身に付けるための学習講座です。

23

時代に即応した能力を身につけ、健康で生きがいのある充実した生活を創造していくため、週１回
程度の継続した講座を開催しています。（開催回数及び時期等は区によって異なります。）主な学習
のねらいは、地域社会と奉仕活動、健康増進、趣味・教養の充実等になります。
※ 所定の期間に申込が必要で、抽選となる場合があります。
※ 基本的には無料ですが、教材費等の実費がかかる場合があります。

※豊平区は月寒公民館　TEL：011-851-0482



相談窓口一覧

札幌市就業サポートセンター及び各区に設置されたあいワーク（北区を除く）では、ハローワークと
連携し、高齢者を含む仕事をお探しの求職者に対して、無料の職業相談・紹介や各種就労支援サー
ビスを提供します。また、就業サポートセンターでは、企業からスカウトが届くシニア人材バンクも開
設しています。

就労支援サービス

相談機関名 所在地 電話番号
就業サポートセンター 

（シニア人材バンク） 北）北24条西５　札幌サンプラザ 738-3161

あ い ワ ー ク 中 央 中）大通西２　中央区役所 205-3262

あ い ワ ー ク 東 東）北11条東７　東区役所 741-2415

あ い ワ ー ク 白 石 白）南郷通１南８　白石区複合庁舎 861-2532

あ い ワ ー ク 厚 別 厚）厚別中央１- ５　厚別区役所 895-2649

あ い ワ ー ク 豊 平 豊）平岸６-10　豊平区役所 822-2560

あ い ワ ー ク 清 田 清）平岡１- １　清田区役所 889-2080

あ い ワ ー ク 南 南）真駒内幸町２　南区民センター 582-4718

あ い ワ ー ク 西 西）琴似１- ６　札幌琴似第一ビル 623-2787

あ い ワ ー ク 手 稲 手）前田１-11　手稲区役所 681-2633



●レクリエーション等のお手伝い  ●お茶だし等の補助  ●散歩、外出、施設内移動の補助
●施設の催事に関するお手伝い（模擬店、会場設営、利用者の移動補助）  ●演芸披露
●話し相手、傾聴  ●施設職員とともに行う軽微かつ補助的な作業   など

要介護認定（要介護1～5）を受けていない65歳以上の方

（ボランティア活動センター）

（ボランティア活動センター）

安心

町内会・自治会活動にご協力を

ボランティア活動の普及啓発、人材養成のための講座・研修、相談、登録・コーディネートを行う
など、ボランティア活動の拠点としての役割を担っています。

●ボランティア相談、登録・コーディネート　●ボランティア研修室の貸出
●広報紙などによる情報提供　●各種ボランティア講座の開催
●ボランティア体験　●ボランティア保険加入窓口　●福祉教育への支援
●障がい者講師等の派遣　●災害ボランティアセンターの設置・運営

介護保険制度への理解を深め、自身の健康増進と介護予防に役立ててもらうため、介護サポーター
として登録を受けた方が、対象の介護施設などでボランティア活動を行った際、その活動に対して
ポイントを付与し、ポイントに応じた現金を交付します。定期的に開催される介護サポーター説明会に
参加していただくことで、介護サポーターへの登録が可能です。
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町内会・自治会は、安全・安心で快適に暮らせるまちづくりのために幅広い活動を行っています。
親睦・交流、環境美化、防犯・防災など、まちづくりは、みなさんの参加・協力が必要です。

親睦
交流



身近な住民どうしの「仲間づくり」や「居場所づくり」を進める活動です。社会福祉協議会では、
開設支援及び運営相談のほか、５年間を限度とした助成を行っております。

23
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地域の60歳以上の方が、親睦やレクリエーション等のため、無料で利用できる場です。

23



24

24

（浴室は13：00～16：00）

23

札幌市にお住まいの70歳以上の方を対象に、市内の対象交通機関で利用できる敬老優待乗車証
（敬老ICカード・敬老乗車券）を交付しています。乗車証は利用者負担金を支払うことで、1年度あ
たり1万円～7万円（1万円単位）の範囲で希望額をチャージし、利用することができます。

60歳以上の方や障がいのある方などが低料金で利用できる保養施設です。日帰りはもちろん、
宿泊も利用できます。

年度途中で新たに交付対象となった方（新規70歳到達など）の初年度のチャージ上限額については、対
象となった月によって異なります。

敬老ICカード
敬老乗車券

転入手続後

を送付します。

負担金

チャージ
額



23

高齢の方々が住み慣れた地域でいつまでも暮らせるよう、介護保険などのサー
ビスの利用や認知症のこと、消費者被害や高齢者虐待など、さまざまな相談に
応じており、市内27か所に設置しています。また要支援者等のケアプランの作
成やサービス調整など適切な支援を行います。相談には主任ケアマネジャー、
社会福祉士、保健師などの資格をもつ専門職員が対応します。

高齢の方に、元気で活動的な生活をしていただくため、食生活のアドバイスや調理・試食などを体
験していただく事業です。介護予防教室参加者や65歳以上の市民で参加を希望される方が対象
となります。

23

高齢の方々が住み慣れた地域でいつまでも暮らせるように、介護予防に
関連したさまざまな相談に応じるとともに、介護予防教室の開催や地域
の介護予防活動の支援をしており、市内53か所に設置しています。

札幌市介護予防センター
イメージキャラクター
　　　　　　「かよるん」

札幌市地域包括支援センター
イメージキャラクター
　　　　　　「ほっター」
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札幌市内にお住まいで、職場の検診など他に受診機会がない、受診日現在で満４０歳・５０歳・６０歳・
７０歳の方が対象です。「健康は健口から」。節目節目に歯と口の健康を点検しておきましょう。
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65歳以上の方で保健センターに来所できない方を中心に、管理栄養士がお伺いし、栄養に関する
ご相談に応じます。

札幌市内にお住まいで、職場の検診など他に受診機会がない方を対象に、年１回、大腸・肺、
2年に1回、胃・乳・子宮頸部（医師の診断により体部も実施する場合もある）・前立腺（69歳
まで）の各がん検診・検査を実施します。

この健診は、現在医療機関に通院中（治療中）の方も受診することができます。

札幌市がん検診・検査
がん検診、歯周病検診、後期高齢者歯科健診、後期高齢者訪問歯科健診

保護世帯の方、中国残留邦人等支援給付世帯の方は、費用が免除されます。

札幌市内にお住まいで後期高齢者医療に加入されている方は、年1回歯科健診をご利用いただけます。
札幌市後期高齢者歯科健診

※非課税世帯の方は、証明書類の提示で費用が免除されます。
400円

札幌市内にお住まいで後期高齢者医療に加入されている方で歯科診療所での歯科健診を受
診することが困難な在宅の要介護状態の方(主に要介護３以上)

札幌市後期高齢者訪問歯科健診

無料

指定医療機関、証明書類のお問い合わせ　札幌市コールセンター　TEL：222-4894
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TEL:211-2932
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ウ 札幌市介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者

方ア
方イ

ボタンを押すだけで専用の受信センターにつながる通報機器を自宅に設置し、健康等の相談に24
時間応対するほか、受信センターから定期的な電話掛け（お元気コール）を行います。また、急病
などの緊急時は、受信センターが救急車を要請するなど状況に応じた支援を行い、高齢者の安心
した在宅生活をサポートします。

ひとり暮らしの高齢者等の家庭を、札幌市から依頼を受けた民生委員が見守り・安否確認のために
訪問することにより、地域から孤立することなく、安心して生活を営むことができるよう支援します。
また、70歳以上の方には事故や「郵便物が溜まっている」などの連絡があった場合に活用するた
め、民生委員がご自宅を訪問して世帯状況や緊急時の連絡先をお尋ねしますので、ご協力お願い
いたします。

①「65歳以上でひとり暮らし」または「世帯全員が65歳以上」で、
　 ご本人が次のいずれかの身体要件に該当

23

障がい

①～③のいずれか

③

② 60歳以上65歳未満のひとり暮らしで、①アに該当する方
　（①アに準ずる審査判定を受けている方を含む。）
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※年に一度程度、定期的に要件を再確認しますので、介護保険証等の写しのご提出が必要です。

理容室・美容室へ行くことができない在宅でねたきりの高齢者のご家庭に理容師・美容師が訪問
して整髪等を行います（お一人あたり1年に4回まで）。

（札幌市要介護者等ごみ排出支援事業）

１ 介護保険の要介護２以上または障害福祉サービスの障害支援区分３以上。
２ 介護保険の事業対象者、要支援１・２または要介護１か、障害福祉サービスの障害支援区分１・２
で、本人または世帯内のどなたかお１人以上がホームヘルプサービスを利用していること。

３ 障害福祉サービスの同行援護を利用していること。

要支援・要介護認定を受けていない虚弱な65歳以上の方が、家族などの介護を一時的に受けら
れないときなどに、養護老人ホームに短期間宿泊することができます。

ごみの排出が困難で、親族や近隣住民、地域ボランティア等の支援が受けられず、次の
１～３のいずれかの要件に該当する方。
なお、お２人以上の世帯の場合は、満15歳に到達した日以後最初の３月31日までの者
及びホームヘルプサービスを利用している18歳未満の者を除く世帯員全員が要件に該
当することが必要です。

ごみステーションにごみを排出することが困難な高齢の方や障がいのある方などへの支援として、
燃やせるごみなどの「生活ごみ」は玄関先等から収集し、「大型ごみ」は家の中から運び出して
収集します。また、ご希望の方には、ごみの収集時に声掛けによる安否確認も行います。支援は
無料ですが、事前のお申し込みが必要です。



日常生活にお困りの場合

家事援助、外出援助（お出かけ同行）

年会費（2,400円）のほか、サービス内容に応じた料金（基準30分600円、外出援助は
650円他）、交通費実費をご負担いただきます。

員）が家事・外出などの援助を行います。

ごみ

（見守りサポーター養成研修、福祉マップ作成研修、ボランティア研修、介護にかかわる講座など）

24
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※活動にご協力いただける方を募集しています。

※協力会員として登録するための説明会を定期的に開催しています。

道路に面している一戸建ての住宅に住み、約500メートル以内に除雪を援助できる子または子の
配偶者が居住しておらず、自力で除雪することが困難と認められる世帯で、70歳以上の方や重度
の身体障がい者の方だけで構成されている世帯等に対して、地域の協力員が道路に面した出入
り口部分と玄関先までの通路部分の除雪を行います。
※協力員募集　一世帯につき、一冬あたり活動費21,000円



看護小規模多機能型居宅介護

23

車いす

●地域密着型通所介護（デイサービス）  通いによる入浴や日常動作訓練など
　※定員18人以下のデイサービス



住まいの修繕・リフォームの相談窓口
家屋の修繕やリフォーム、バリアフリー改修、設備工事などの相談に応じ、相談内容に適した企
業を紹介します。相談は下記のコーディネート事務局にご連絡ください。

中央・北・東・白石・厚別・
清田・南・西

いい家づくりコム

事業実施区 コーディネート事務局 TEL

住まいと暮らしの相談室 731-3728

624-5747

すまいとくらし・まち相談センター 817-7627

中央・北・白石・厚別・
西・手稲
中央・白石・厚別・豊平・
清田・南・西

住宅の断熱化などの省エネ改修や段差の解消などのバリアフリー改修に対して、その費用の一部
を補助します。申請者、工事内容、工事着手時期、施工業者などに条件があります。詳しい制度内容
についてはお問い合わせください。

定期募集において、次のいずれかの世帯に対し、抽選番号を1個加算します。
① 全員が60歳以上である世帯（単身可）
② 60歳以上の方とその配偶者（内縁又は婚約者含む）のみの世帯
③ 60歳以上の方と18歳未満の方のみの世帯
④ 60歳以上の方と障がいのある方のみの世帯

住宅エコリフォーム補助制度

23

市営住宅は住宅に困窮している低所得者向けの公的な賃貸住宅です。



リフォームの相談窓口の訂正について 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「シニア世代のための生活便利帳」12 ページに掲載の「住まいの修繕・

リフォームの相談窓口」について、令和６年４月１日から以下のとおり変

更となりましたので、ご注意ください。 

 

旧  

事業実施区 コーディネート事務局 TEL 

中央・北・東・白石・厚別・ 

清田・南・西 
住まい暮らしの相談室 731-3728 

中央・北・白石・厚別・ 

西・手稲 
いい家づくりコム 624-5747 

中央・白石・厚別・豊平・ 

清田・南・西 
すまいとくらし・まち相談センター 817-7627 

 

 

新  

事業実施区 コーディネート事務局 TEL 

中央・北・東・白石・厚別・ 

清田・南・西・手稲 
住まい暮らしの相談室 731-3728 

中央・白石・厚別・豊平・ 

清田・南・西・手稲 
すまいとくらし・まち相談センター 817-7627 

 

 

 

 



居住支援相談窓口「みな住まいる札幌」　TEL:２１０-６２２４

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅（セーフティネット住宅）
所得が少ない方、高齢者、障がいのある方、外国の方、子育て世帯など、住宅確保要配慮者の入居
を受け入れることとして札幌市に登録された民間賃貸住宅の情報を提供します。

居住支援相談窓口「みな住まいる札幌」
所得が少ない方、高齢者、障がいのある方、外国の方、子育て世帯など、住まいの確保にお困りの
方をサポートするため、民間賃貸住宅等の紹介や生活支援サービス等の紹介を行います。

提供する住宅として札幌市に登録された民間事業者が運営する賃貸等の住宅です。

緊急通報機器が設置されています。
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介護医療院
長期療養や日常生活に介護が必要な高齢者等が入居します。医療と介護の一体的なサービスを受
けられます。

サービス費用の１割～3割のほかに、食費、居住費等の利用者負担がかかります。



相談先

相談の際に提供する情報

23

をお知らせします。

届出者の氏名・連絡先等、行方不明者の氏名、生年月日、特徴、行方不明になった時期・状況、
かかりつけ医療機関、過去の行方不明歴など。



認知症や精神障がい等により、日常生活を送るうえで不安がある方へ、福祉サービスの利用に関
する相談や助言、利用のために必要な手続きまたは費用の支払い等の支援を行います。

高齢者虐待の相談に応じ、高齢者本人の安全の確認および虐待の事実確認等を行います。

24

24

25

札幌市成年後見推進センター

各区社会福祉協議会

23



扶養控除の対象となる親族

23

23

23

23
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介護保険のサービスを利用したときは、費用の一部を利用者が負担します。利用者負担額が一定の
上限を超えたときは、申請によりその超えた額が高額サービス費として給付されます。

また、70歳以上で一定の条件を満たす方は、8月から翌年7月までの1年間で外来診療で支払った
自己負担額が144,000円を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として払い戻され
ます。

高い



《最近の相談事例》
「不用品を何でも買い取る」と言っていたのに、貴金属を強引に買い取られた！！
「いつでも解約可能」と書いているので定期購入を利用したが、連絡が取れず解約できない！

札幌市消費者センターでは、悪質商法や契約に関するトラブルなど、消費生活全般に
関する相談をお聞きし、解決のためのお手伝いをしています。少しでも疑問に思った
ら、お気軽にご相談ください。 （相談無料）
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地域で子育て家庭を見守り、子育て家庭を支えるボランティアを募集しています。親子との交流、
絵本の読み聞かせ、制作などの子育てサロンでの活動や、子育て支援に関するイベントのスタッフ・
遊具づくりなど、ご自身のご希望に応じた内容や場を紹介し活動していただきます。
札幌市が実施する「子育てボランティア講習会」を受講していただきます。

その他

高齢者の子育て支援参加

札幌市子育てボランティア

札幌市在住の方、又は札幌市内で活動を希望する方、子どもが好きな方対　象

下表、各区こそだてインフォメーション照会先

名　称 所在地 電話番号

中央区こそだてインフォメーション 中）大通西2 205-3355

北区こそだてインフォメーション 北）北25西6 757-2566

東区こそだてインフォメーション 東）北10東7 712-6331

白石区こそだてインフォメーション 白）南郷通１南8 861-0345

厚別区こそだてインフォメーション 厚）厚別中央1-5 895-2514

豊平区こそだてインフォメーション 豊）平岸6-10 822-2474

清田区こそだてインフォメーション 清）平岡1-1 889-2052

南区こそだてインフォメーション 南）真駒内幸町1 588-5411

西区こそだてインフォメーション 西）琴似２-7 641-6954

手稲区こそだてインフォメーション 手）前田1-11 681-1342

◎
こ
そ
だ
て
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
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子育ての援助をしたい人（提供会員）と子育ての援助を受けたい人（依頼会員）が会員組織を作り、
地域や会員相互で子育て家庭を支援する仕組みです。一時的な子どもの預かりや保育所や幼稚園
などへの送り迎え等、空いた時間や援助できる内容で地域に住む子育て家庭の支援をしていただ
ける有償ボランティアを募集しています。所定の研修を受講することなど要件があります。

札幌市ファミリー・サポート・センター事業

日常的な預かり等　→　札幌市社会福祉協議会（さっぽろ子育てサポートセンター）　
⇒　24 ページ⑦
病児や緊急時の預かり等　→　札幌市子ども緊急サポートネットワーク　TEL : 621-6626

照会先
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さまざまな事情から家庭で生活することができない子どもを、一定期間自分の家庭で育てていた
だく養育里親を募集しています。所定の研修を受講することなど要件があります。

養育里親の募集

児童相談所家庭支援課　TEL : 622-8619照会先

子どもたちを中心に、地域の人々が食でつながりを育む取り組みとして広がっています。子ども食
堂の運営団体の中には、運営資金のサポートのほか、運営ボランティアを募集しているところがあ
ります。

子ども食堂

募集状況については以下のリンク先一覧にある団体に直接お問い合わせください。

https://www.city.sapporo.jp/kodomo/torikumi/ibasho/documents/ichiran.pdf

●ご不明な点がある場合の問い合わせ先
　子ども育成部子どものくらし・若者支援担当課　TEL : 211-2947

照会先

札幌市では、次代を担う子どもの自主性、創造性、協調性を育むことを目的に、子どもが「自分の
責任で自由に遊ぶ」ことのできる場として、既存の公園などで地域住民等が主体的に開催・運営を
行うプレーパークを推進しています。
運営団体の方々と一緒に、ボランティアとして、子どもの遊びを支える活動をしませんか。
ぜひ遊びに来てください。

プレーパークに遊びに来ませんか？

（公財）札幌市公園緑化協会　プレーパーク担当　TEL : 596-0232照会先
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https://www.sapporo-park.or.jp/playpark/
開催情報についてはホームページ上のカレンダーで確認できます。
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名　称 所在地 電話番号

① 

区
役
所

中央区役所 中）大通西2 231-2400
北区役所 北）北24西6 757-2400
東区役所 東）北11東7 741-2400
白石区役所 白）南郷通1南8 861-2400
厚別区役所 厚）厚別中央1-5 895-2400
豊平区役所 豊）平岸6-10 822-2400
清田区役所 清）平岡1-1 889-2400
南区役所 南）真駒内幸町2 582-2400
西区役所 西）琴似2-7 641-2400
手稲区役所 手）前田1-11 681-2400

② 

保
健
セ
ン
タ
ー

中央保健センター 中）大通西2 231-2400
北保健センター 北）北25西6 757-1181
東保健センター 東）北10東7 711-3211
白石保健センター 白）南郷通1南8 862-1881
厚別保健センター 厚）厚別中央1-5 895-1881
豊平保健センター 豊）平岸6-10 822-2400
清田保健センター 清）平岡1-1 889-2400
南保健センター 南）真駒内幸町1 581-5211
西保健センター 西）琴似2-7 621-4241
手稲保健センター 手）前田1-11 681-1211

③
保
　
健

　
福
祉
局

高齢保健福祉部　高齢福祉課 中）北1西2 211-2976
高齢保健福祉部　介護保険課 　　 〃 211-2547
高齢保健福祉部　事業指導担当課 　　 〃 211-2972

④ 
清
掃
事
務
所
等

中央清掃事務所（担当：中央区） 南）南30西8-7-1 581-1153
北清掃事務所（担当：北区） 北）屯田町990-3 772-5353
東清掃事務所（担当：東区） 東）丘珠町873-1 781-6653
白石清掃事務所（担当：白石区、厚別区） 白）東米里2170-1 876-1753
豊平・南清掃事務所

（担当：豊平区、清田区、南区） 南）真駒内602 583-8613

西清掃事務所（担当：西区、手稲区） 西）発寒15-14-2-1 664-0053

大型ごみ収集センター ─ 281-8153
※耳や言葉の不自由な方は
FAX：281-4622

⑤ 

市
税
事
務
所

中央市税事務所（市民税課）
（担当：中央区）

中）北2東4
サッポロファクトリー2条館4階 211-3914

北部市税事務所（市民税課）
（担当：北区、東区）

中）北4西5
アスティ45　9階 207-3914

東部市税事務所（市民税課）
（担当：白石区、厚別区）

厚）大谷地東2-4-1
札幌市交通局本局庁舎2階 802-3914

南部市税事務所（市民税課）
（担当：豊平区、清田区、南区）

豊）平岸5-8-2-10
イースト平岸3階 824-3914

西部市税事務所（市民税課）
（担当：西区、手稲区）

西）琴似3-1-1-20
コトニ3·1ビル2階 618-3914



活動

（※）いずれも自動音声案内

（※）
（※）

（※）
（※）

（※）
（※）

（※）
（※）

北1西2

さっぽろ子育てサポートセンター 623-2415

624-6901

南郷通１南８ 白石区複合庁舎１階

札幌市成年後見推進センター
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本府・中央、西創成、大通・西、桑園
東北・東、苗穂、豊水

876-8965

780-5512
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篠路茨戸



M E M O
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市役所のどこに聞いたらよいか
分からないときは


